
第９４号議案  

   足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 上記の議案を提出する。  

  令和６年９月２０日  

            提出者  足立区長   近  藤  弥  生  

 

   足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 足立区職員の給与に関する条例（昭和５０年足立区条例第１３号）の

一部を次のように改正する。  

 第２条第１項中「あつて」を「あって」に、「及び災害派遣手当」を

「、災害派遣手当」に改め、「含む。）」の次に「及び義務教育等教員

特別手当」を加える。  

 第２５条の見出し中「育児休業」を「育児休業等」に改め、同条第１

項中「第６条第１項」の次に「又は女子教職員の出産に際しての補助教

職員の確保に関する法律（昭和３０年法律第１２５号）第３条第１項」

を加える。  

 第２６条第１項中「なつた」を「なった」に改め、同項中第３号を第

４号とし、第２号の次に次の１号を加える。  

 （３）  教育公務員特例法第１４条に掲げる事由に該当して休職にさ

れたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、

住居手当及び義務教育等教員特別手当のそれぞれの１００分の１０

０  

 第２６条第２項中「なつた」を「なった」に、「及び育児休業法」を

「、育児休業法」に改め、「いう。）」の次に「及び教育公務員特例法

第２６条第１項の規定による大学院修学休業中の職員」を加え、「又は

育児休業」を「、育児休業又は大学院修学休業」に改める。  

 第３２条の次に次の１条を加える。  

 （義務教育等教員特別手当）  



第３２条の２  教育公務員特例法第１３条第２項第２号に掲げる職員に

は、義務教育等教員特別手当を支給する。  

２  義務教育等教員特別手当の月額は、４，６１０円を超えない範囲内

で、職務の級及び号給（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職

務の級）の別に応じて、人事委員会の承認を得て規則で定める。  

３  前２項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関

し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。  

   付  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則

第４条第１項若しくは第２項、第５条第１項若しくは第３項、第６条

第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により

採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定に

より採用された職員とみなして、この条例による改正後の足立区職員

の給与に関する条例第３２条の２第２項の規定を適用する。  

 

（提案理由）  

 職員の職務名に保育教諭が追加されたことに伴い、規定を整備する必

要があるので、この条例案を提出いたします。  


